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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置と接続可能な印刷装置であって、
　ユーザの識別情報を記憶する第１の記憶手段と、
　前記外部装置から印刷データを受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された印刷データを、前記印刷データの印刷を指示したユー
ザの識別情報に対応付けて記憶する第２の記憶手段と、
　前記印刷装置へログインしたユーザの識別情報に対応付けて前記第２の記憶手段に記憶
された印刷データを印刷する印刷手段と、
　前記印刷装置にユーザが最後にログインしてから一定時間が経過した後、当該ユーザの
識別情報に対応付けられた印刷データが前記第２の記憶手段に記憶されていない場合に当
該ユーザの識別情報を前記第１の記憶手段から削除し、当該ユーザの識別情報に対応付け
られた印刷データが前記第２の記憶手段に記憶されている場合には、当該ユーザの識別情
報を前記第１の記憶手段から削除しないよう制御する制御手段と、
を有することを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　前記ユーザの識別情報は、当該ユーザが最後に前記印刷装置にログインした日時、当該
ユーザが前記印刷装置を最後に利用した日時、管理者かどうかを示す情報の、少なくとも
いくつかを含むことを特徴とする請求項１に記載の印刷装置。
【請求項３】
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　前記制御手段は、前記ユーザの識別情報が管理者であることを示している場合は、前記
ユーザの識別情報を前記第１の記憶手段から削除しないことを特徴とする請求項２に記載
の印刷装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、現在日時と、前記ユーザの識別情報に含まれる前記ユーザが最後に前
記印刷装置にログインした日時との差が所定時間を越えていないときは、前記ユーザの識
別情報を前記第１の記憶手段から削除しないことを特徴とする請求項２に記載の印刷装置
。
【請求項５】
　前記制御手段は、現在日時と、前記ユーザの識別情報に含まれる前記ユーザが前記印刷
装置を最後に利用した日時との差が所定時間を越えていないときは、前記ユーザの識別情
報を前記第１の記憶手段から削除しないことを特徴とする請求項２に記載の印刷装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、現在日時と、前記ユーザの識別情報に含まれる前記ユーザが最後に前
記印刷装置にログインした日時との差が所定時間を越えていて、前記ユーザにより投入さ
れたジョブのデータが前記第２の記憶手段に保存されていなくて、前記ユーザが管理者で
ないときに、前記ユーザの識別情報を前記第１の記憶手段から削除するように制御するこ
とを特徴とする請求項２に記載の印刷装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記制御を定期的に実行することを特徴とする請求項１乃至６のいず
れか１項に記載の印刷装置。
【請求項８】
　外部装置と接続可能で、ユーザの識別情報を記憶する第１の記憶手段を有する印刷装置
を制御する制御方法であって、
　前記外部装置から印刷データを受信する受信工程と、
　前記受信工程で受信された印刷データを、前記印刷データの印刷を指示したユーザの識
別情報に対応付けて第２の記憶手段に記憶する記憶工程と、
　前記印刷装置へログインしたユーザの識別情報に対応つけて前記第２の記憶手段に記憶
された印刷データを印刷する印刷工程と、
　前記印刷装置にユーザが最後にログインしてから一定時間が経過した後、当該ユーザの
識別情報に対応付けられた印刷データが前記第２の記憶手段に記憶されていない場合に当
該ユーザの識別情報を前記第１の記憶手段から削除し、前記ユーザの識別情報に対応付け
られた印刷データが前記第２の記憶手段に記憶されている場合には、当該ユーザの識別情
報を前記第１の記憶手段から削除しないよう制御する制御工程と、
を有することを特徴とする制御方法。
【請求項９】
　コンピュータを、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の印刷装置の各手段として機能
させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷処理装置とその制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スキャナ、印刷機能、画像保存機能、通信機能を有し、コピー、プリント、スキャン、
ＦＡＸ送受信などを実行できる複合機（ＭＦＰ;Multi Function Peripheral）が知られて
いる。このようなＭＦＰには、さらに、文書ファイルの保存機能や、ユーザ認証機能など
、情報処理装置としての機能を備えているものもある。
【０００３】
　ＭＦＰでユーザ認証機能を実現するためには、ＭＦＰを使用するユーザの管理が必要と
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なる。ユーザの管理とは、ＭＦＰのユーザ一人一人に対応するユーザ情報を作成し、ＭＦ
Ｐを利用しなくなったユーザのユーザ情報を削除する等の処理を含む。このように、ＭＦ
Ｐを使用しなくなったユーザのユーザ情報を削除するのは、不要なユーザ情報がＭＦＰに
残存することによる利便性の低下を避けるためである。この利便性の低下の一例として、
例えば、ユーザ情報に対応したアイコンをログイン画面に一覧表示し、その画面でユーザ
が自分のアイコンを指示することによりＭＦＰにログインする場合を考える。このとき、
不要なユーザ情報が多く残存していると、表示されるアイコンの数が多くなり、ユーザは
自分のアイコンを探すのに手間がかかってしまうことが考えられる。
【０００４】
　またＭＦＰのユーザ情報の管理は、本来専任の管理者が行うことが望ましいが、小規模
なオフィス環境などでは、運用コストを下げるため、専任の管理者を設けていないことも
多い。このようなオフィスでは、セキュリティよりも利便性を優先し、ＭＦＰへのログイ
ン時にユーザを識別するが、本人確認（いわゆるユーザ認証）まではしない、という運用
も存在する。このような環境では、ユーザ情報の作成はユーザ自身が行うことになる。
【０００５】
　一方、ユーザ情報の削除に関しては、ユーザ自身が行う方法の他に、ＭＦＰが自動的に
行う方法もある。例えば特許文献１には、ある一定期間ログインしていないユーザのユー
ザ情報を削除することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１３４７９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１に記載されている技術では、ユーザがある一定期間、ＭＦＰにログイン
しないと、そのＭＦＰにログインできなくなり、そのユーザは、ログインを前提とするＭ
ＦＰの機能を利用できなくなるという課題がある。例えば、ユーザがＰＣから印刷ジョブ
を送信してＭＦＰに格納して、そののち印刷する予定である場合を想定する。このとき、
そのユーザがある一定期間、そのＭＦＰにログインしなかった場合、そのユーザがそのＭ
ＦＰにログインできなくなる。このため、ユーザが留め置いている印刷ジョブを実行した
いと思ったときには、その印刷ジョブを実行できなくなっているといった事態が予想され
る。
【０００８】
　本発明の目的は、上記従来技術の課題を解決することにある。
【０００９】
　本発明の特徴は、ユーザが、ある一定期間ログインしていない場合でも、そのユーザが
保存しているジョブを実行できるようにする技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る印刷装置は以下のような構成を備える
。即ち、
　外部装置と接続可能な印刷装置であって、
　ユーザの識別情報を記憶する第１の記憶手段と、
　前記外部装置から印刷データを受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された印刷データを、前記印刷データの印刷を指示したユー
ザの識別情報に対応付けて記憶する第２の記憶手段と、
　前記印刷装置へログインしたユーザの識別情報に対応付けて前記第２の記憶手段に記憶
された印刷データを印刷する印刷手段と、
　前記印刷装置にユーザが最後にログインしてから一定時間が経過した後、当該ユーザの
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識別情報に対応付けられた印刷データが前記第２の記憶手段に記憶されていない場合に当
該ユーザの識別情報を前記第１の記憶手段から削除し、当該ユーザの識別情報に対応付け
られた印刷データが前記第２の記憶手段に記憶されている場合には、当該ユーザの識別情
報を前記第１の記憶手段から削除しないよう制御する制御手段と、を有することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ユーザが、ある一定期間ログインしていない場合でも、そのユーザが
保存しているジョブを実行できるという効果が得られる。
【００１２】
　本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかにな
るであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を
付す。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施形態を示し、その記述と
共に本発明の原理を説明するために用いられる。
【図１】本発明の実施形態１に係る印刷システムの構成例を示す図。
【図２】実施形態１に係るＭＦＰのハードウェア構成を説明するブロック図。
【図３】実施形態１に係るＭＦＰで表示されるログイン画面の一例を示す図。
【図４】実施形態１に係るＭＦＰで表示される留め置きプリント画面の一例を示す図。
【図５】実施形態１に係るＭＦＰのソフトウェア構成を説明するブロック図。
【図６】実施形態１に係るユーザ管理テーブルの一例を示す図。
【図７】実施形態１に係るＭＦＰが実行するユーザ管理テーブルからユーザ情報を削除す
るための処理を説明するフローチャート。
【図８】実施形態２に係るＭＦＰが実行するユーザ管理テーブルからユーザ情報を削除す
るための処理を説明するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は
特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施形態で説明されている特
徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。尚、以下の説明で
は、本発明に係る情報処理装置を、コピー、プリント、スキャン、ＦＡＸ送受信などの機
能を備えた複合機を例に説明する。しかし本発明は、このような複合機に限定されるもの
でなく、例えば印刷装置や通信装置等のように、ユーザがログインして処理を行う装置に
適用できる。
【００１５】
　［実施形態１］
　図１は、本発明の実施形態１に係る印刷システムの構成例を示す図である。
【００１６】
　この印刷システムでは、ＭＦＰ１０１とＰＣ１０２がＬＡＮ１００を介して接続されて
いる。ＰＣ１０２は、ＭＦＰ１０１に対して印刷ジョブを送信したり、ＭＦＰ１０１の設
定変更などを行うことができる。ＭＦＰ１０１は、コピー、プリント、スキャン、ＦＡＸ
送受信などの機能を備えた複合機である。ここでは、説明を簡単にするためにＬＡＮ１０
０には、ＭＦＰ１０１とＰＣ１０２だけが接続されているが、本発明はこのような構成に
は限定されない。
【００１７】
　図２は、実施形態１に係るＭＦＰ１０１のハードウェア構成を説明するブロック図であ
る。
【００１８】
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　ＣＰＵ２０１を含む制御部２００は、ＭＦＰ１０１全体の動作を制御する。ＣＰＵ２０
１は、ＲＯＭ２０２に記憶されたブートプログラム実行して、ＨＤＤ２０４に格納されて
いるＯＳや制御プログラムを読み出してＲＡＭ２０３に展開し、その展開したプログラム
実行することにより読取制御や送信制御などの各種制御を行う。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ
２０１の主メモリ、ワークエリア等の一時記憶領域として用いられる。ＨＤＤ２０４は、
画像データや各種プログラムを記憶するハードディスクドライブである。
【００１９】
　操作部Ｉ／Ｆ２０５は、操作部２１０と制御部２００とを接続する。操作部２１０は、
タッチパネル機能を有する表示部や各種キーを有し、表示部にはユーザの操作に応じて色
々な画面が表示される。この画面は、例えば、ログイン画面（図３）や留め置きプリント
画面（図４）等が含まれる。
【００２０】
　プリンタＩ／Ｆ２０６は、プリンタ２１１と制御部２００とを接続する。プリンタ２１
１で印刷すべき画像データは、プリンタＩ／Ｆ２０６を介して制御部２００からプリンタ
２１１に転送され、プリンタ２１１は、その画像データに基づいて記録媒体（シート）上
に画像を印刷する。スキャナＩ／Ｆ２０７は、スキャナ２１２と制御部２００とを接続す
る。スキャナ２１２は、原稿の画像を読み取って画像データを生成し、その画像データを
スキャナＩ／Ｆ２０７を介して制御部２００に入力する。ＦＡＸＩ／Ｆ２０８は、制御部
２００を電話線（図示しない）に接続する。ＦＡＸＩ／Ｆ２０８は、電話線を介してＦＡ
Ｘデータの送受信を行う。ネットワークＩ／Ｆ２０９は、このＭＦＰ１０１をＬＡＮ１０
０に接続する。ネットワークＩ／Ｆ２０９は、ＬＡＮ１００上の外部装置（例えば、ＰＣ
１０２）からの印刷ジョブを受信したり、印刷指示に対する応答を送信する。タイマ（計
時部）２１３は、ＣＰＵ２０１の要求に応じて、現在の日時を返却したり、ＣＰＵ２０１
により指示された時間を計時し、その時間が経過すると、割り込みなどでＣＰＵ２０１に
通知する。
【００２１】
　図３は、実施形態１に係るＭＦＰ１０１で表示されるログイン画面の一例を示す図であ
る。
【００２２】
　このログイン画面は、操作部２１０の表示部に表示される。この画面でユーザは、自分
に対応しているボタンにタッチすることにより、このＭＦＰ１０１にログインすることが
できる。例えばユーザＡの場合は、ボタン３０１にタッチすることにより、このＭＦＰ１
０１にログインできる。
【００２３】
　図４は、実施形態１に係るＭＦＰ１０１で表示される留め置きプリント画面の一例を示
す図である。
【００２４】
　図４の画面は、ユーザＡがＭＦＰ１０１にログインし、メニュー画面（不図示）で留め
置きプリントを選択することにより、操作部２１０の表示部に表示される。ここでは、ユ
ーザＡがＰＣ１０２から印刷ジョブを投入してＨＤＤ２０４に保存している文書のリスト
が表示されている。ここで各文書の日時は、その文書がＭＦＰ１０１に保存された日時、
即ち、ユーザＡがＰＣ１０２から印刷ジョブを送信した日時を示している。この画面でユ
ーザＡは、所望の文書のチェックボタン４０１をチェックすることにより、その文書を選
択する。そしてプリント開始ボタン４０２を押下すると、その選択した文書の印刷が開始
される。ここでは複数の文書を選択することができ、また部数により、その文書を印刷す
る部数を指定することもできる。
【００２５】
　図５は、実施形態１に係るＭＦＰ１０１のソフトウェア構成を説明するブロック図であ
る。
【００２６】
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　ユーザ管理モジュール５００は、ユーザ情報の登録、変更、削除を行う。ユーザ情報は
後述のユーザ管理テーブル５０４に格納される。タイマ２１３は、ユーザ管理モジュール
５００の要求に応じて、現在日時情報５０１を返却する。ユーザ保持期間情報５０２には
、ユーザ情報をどれだけの期間、ユーザ管理テーブル５０４に保持し続けるかを指示する
期間の情報が格納されている。留め置き文書領域５０３には、ユーザがＰＣ１０２から印
刷ジョブを送信し、直ぐに実行されずに保持されている留め置き文書データ５１０～５１
２を格納している。留め置き文書領域５０３に保存されている留め置き文書データの数は
０又は１以上である。留め置き文書データには、文書データそのものの他、その文書デー
タを含む印刷ジョブを発行したユーザ情報も含まれている。留め置き文書データが存在し
ている状態で、例えば図４に示す留め置きプリント画面が表示されると、その時点でＭＦ
Ｐ１０１にログインしているユーザが留め置きしている文書の一覧が表示される。ユーザ
管理テーブル５０４は、ユーザ情報を格納している。削除候補リスト５０６は、後述の処
理に従って、ユーザ管理テーブル５０４から削除すべきユーザ情報の候補に対応するユー
ザＩＤを格納している。
【００２７】
　図６は、実施形態１に係るユーザ管理テーブル５０４の一例を示す図である。
【００２８】
　各ユーザ情報は、ユーザＩＤ、最終ログイン日時、最終利用日時、管理者フラグを有し
ている。ユーザＩＤは、そのユーザを特定する識別情報である。最終ログイン日時は、そ
のユーザが最後に、このＭＦＰ１０１にログインした日時を示す。この最終ログイン日時
は、ユーザがログインする度に更新される。最終利用日時は、ユーザがＰＣ１０２を使用
してＭＦＰ１０１を最後に利用した日時を示す。ＰＣ１０２を使用した複合機１０１の利
用とは、例えばＰＣ１０２からＭＦＰ１０１に印刷ジョブを送信する、といったことなど
を含む。この最終利用日時も、ユーザがＰＣ１０２を使用してＭＦＰ１０１を利用する度
に更新される。管理者フラグは、そのユーザが管理者かどうかを表す。管理者であれば管
理者フラグは「１」、一般ユーザであれば「０」が格納される。ここで管理者とは、ＭＦ
Ｐ１０１の設定変更などを行うための特別な権限を有するユーザのことである。図６では
ユーザＣが管理者に設定されている。
【００２９】
　尚、このユーザ管理テーブル５０４のユーザ情報は、ユーザＩＤ，最終ログイン日時、
最終利用日時、管理者フラグの全てではなく、少なくともいくつかを含むようにしても良
い。
【００３０】
　図７は、実施形態１に係るＭＦＰ１０１が実行するユーザ管理テーブル５０４からユー
ザ情報を削除するための処理を説明するフローチャートである。尚、この処理を実行する
プログラムはＨＤＤ２０４に格納されており、実行時ＲＡＭ２０３に展開され、ＣＰＵ２
０１の制御の下に実行される。尚、この処理は、定期的（例えば一時間ごと）に実行され
る。
【００３１】
　まずＳ７００でＣＰＵ２０１は、タイマ２１３から現在日時情報５０１を取得する。次
にＳ７０１に進みＣＰＵ２０１は、ＨＤＤ２０４に格納されているユーザ保持期間情報５
０２を取得する。次にＳ７０２に進みＣＰＵ２０１は、留め置き文書領域５０３に格納さ
れている留め置き文書データの所有者（ユーザＩＤ）を確認する。次にＳ７０３に進みＣ
ＰＵ２０１は、Ｓ７００～Ｓ７０２で取得した情報と、ユーザ管理テーブル５０４に格納
されている情報とを使用して、以下の削除条件を全て満たすユーザＩＤをユーザ管理テー
ブル５０４から抽出する。そして、その抽出したユーザＩＤを含む削除候補リスト５０６
を作成してＲＡＭ２０３に記憶する。
【００３２】
　ここで、上述のユーザＩＤの削除条件は、以下の条件を全てを満足する場合である。
・「現在日時」と「最終ログイン日時」との差が「ユーザ保持期間」を越えているユーザ
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ＩＤ。
・「留め置き文書データ」が「留め置き文書領域」に存在しない、即ち、そのユーザによ
るデータの保存状況が保存データなしを示しているユーザＩＤ。
・「管理者フラグ」が「１」ではないユーザＩＤ。
・「現在日時」と「最終利用日時」との差が「ユーザ保持期間」を越えているユーザＩＤ
。
【００３３】
　尚、ここで、例えば、「現在日時」と「最終ログイン日時」との差、或いは「現在日時
」と「最終利用日時」との差の両方でなく、少なくとも一つが「ユーザ保持期間」を越え
ていることを条件としても良い。
【００３４】
　最後にＳ７０５に進みＣＰＵ２０１は、削除候補リスト５０６に格納されている全ての
ユーザＩＤのユーザ情報をユーザ管理テーブル５０４から削除して、この処理を終了する
。
【００３５】
　以上説明したように実施形態１によれば、ユーザがある一定期間ログインしていなかっ
たとしても、そのユーザ情報は無条件に削除されるのではなく、上述の削除条件を全て満
たした場合に限って削除される。ここで削除条件は、実施形態１では、そのユーザの最後
のログインから一定時間が経過している、そのユーザは留め置き文書を保存していない、
そのユーザは管理者でない、そのユーザがＰＣからＭＦＰを利用した後、一定期間が経過
していることの全てを含む。
【００３６】
　従って、例えば、あるユーザが、ＭＦＰに留め置き文書を格納しているときは、そのユ
ーザがそのＭＦＰに一定期間ログインしなくても、或いはＰＣにより一定期間、ＭＦＰを
使用しなくても、そのユーザのユーザ情報はユーザ管理テーブルから削除されない。これ
により、ユーザがそのＭＦＰにログインできなくなったために、そのユーザが留め置いて
いる印刷ジョブを実行したいと思ったときにその印刷ジョブを実行できなくなるといった
事態の発生を防止できる。
【００３７】
　［実施形態２］
　本発明に係る実施形態２について説明する。尚、実施形態２に係る印刷システムの構成
及びＭＦＰ１０１の構成は前述の実施形態１と同じであるため、その説明を省略する。
【００３８】
　図８は、実施形態２に係るＭＦＰ１０１が実行するユーザ管理テーブル５０４からユー
ザ情報を削除するための処理を説明するフローチャートである。尚、この処理を実行する
プログラムはＨＤＤ２０４に格納されており、実行時ＲＡＭ２０３に展開され、ＣＰＵ２
０１の制御の下に実行される。尚、この処理は、定期的（例えば一時間ごと）に実行され
る。
【００３９】
　まずＳ８００でＣＰＵ２０１は、タイマ２１３から現在日時情報５０１を取得する。次
にＳ８０１に進みＣＰＵ２０１は、ＨＤＤ２０４に格納されているユーザ保持期間情報５
０２を取得する。次にＳ８０２に進みＣＰＵ２０１は、留め置き文書領域５０３に格納さ
れている留め置き文書データの所有者（ユーザＩＤ）を確認する。次にＳ８０３に進みＣ
ＰＵ２０１は、ユーザ管理テーブル５０４に存在する全てのユーザＩＤを含む削除候補リ
スト５０６を作成する。次にＳ８０４に進みＣＰＵ２０１は、Ｓ８００～Ｓ８０２で取得
した情報と、ユーザ管理テーブル５０４に格納されている情報とも使用して、以下の保持
条件のうち１つでも該当するユーザＩＤを、削除候補リスト５０６から削除する。
【００４０】
　ここで、上述のユーザＩＤの保持条件は以下の通りである。
・「現在日時」と「最終ログイン日時」との差が、「ユーザ保持期間」を越えていないユ
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・「留め置き文書データ」が「留め置き文書領域」に少なくとも１つ存在する、即ち、そ
のユーザによるデータの保存状況が保存データありを示しているユーザＩＤ。
・「管理者フラグ」が１であるユーザＩＤ。
・「現在日時」と「最終利用日時」との差が、「ユーザ保持期間」を越えていないユーザ
ＩＤ。
【００４１】
　こうしてＳ８０４で削除候補リスト５０６が更新されるとＳ８０５に進み、ＣＰＵ２０
１は、削除候補リスト５０６に登録されているユーザＩＤのユーザ情報をユーザ管理テー
ブル５０４から削除して、この処理を終了する。
【００４２】
　以上説明したように実施形態２によれば、ユーザがＭＦＰにある一定期間ログインして
いなかったとしても、そのユーザ情報は無条件に削除されるのではなく、上記保持条件に
１つでも該当する場合は削除されず、それ以外のユーザ情報が削除される。ここで保持条
件は、そのユーザが最後にログインしてから一定時間が経過していない、そのユーザは留
め置き文書を持っている、そのユーザは管理者である、そのユーザがＰＣ１０２からのＭ
ＦＰ１０１を利用した後、一定期間が経過していない、である。
【００４３】
　従って、例えば、あるユーザが、ＭＦＰに留め置き文書を格納しているときは、そのユ
ーザがそのＭＦＰに一定期間ログインしなくても、或いはＰＣにより一定期間ＭＦＰを使
用しなくても、そのユーザのユーザ情報はユーザ管理テーブルから削除されない。これに
より、ユーザがそのＭＦＰにログインできなくなったために、そのユーザが留め置いてい
る印刷ジョブを実行したいと思ったときにその印刷ジョブを実行できなくなるといった事
態の発生を防止できる。
【００４４】
　（その他の実施形態）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【００４５】
　本発明は上記実施形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱する
ことなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために、
以下の請求項を添付する。
【符号の説明】
【００４６】
　１０１…ＭＦＰ、１０２…ＰＣ、２０１…ＣＰＵ、２０３…ＲＡＭ、２０４…ＨＤＤ、
５００…ユーザ管理モジュール、５０１…現在日時情報、５０２…ユーザ保持期間情報、
５０３…留め置き文書領域、５０４…ユーザ管理テーブル、５０６…削除候補リスト
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